
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
係
る
電
波
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

趣
旨

（
第
一
条
関
係
）

こ
の
法
律
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
地
域
に
お
い
て
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
に
必
要
な
設

備
を
整
備
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
、
電
波
法
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
に
係
る
周
波
数
の
使
用
の
期
限
の
特
例
に
関
す
る
事
項

（
第
二
条
関
係
）

一

総
務
大
臣
は
、
岩
手
県
、
宮
城
県
又
は
福
島
県
に
お
け
る
特
定
の
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
使
用
の
期
限
に
つ
い
て
、

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
当
該
地
域
に
お
い
て
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
に
必
要
な
設
備
を
整
備
す
る
こ
と
が
困
難
と
な

っ
て
い
る
状
況
及
び
当
該
状
況
の
改
善
に
必
要
と
見
込
ま
れ
る
期
間
を
勘
案
し
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
を
限
度

と
し
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

一
に
よ
り
使
用
の
期
限
を
延
長
さ
れ
た
周
波
数
を
使
用
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
、
免
許
の
有
効
期
間
を
当
該
延
長
さ
れ

た
期
限
ま
で
の
期
間
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

電
波
利
用
料
の
特
例
に
関
す
る
事
項

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

一

第
二
の
二
に
よ
り
免
許
の
有
効
期
間
を
延
長
さ
れ
た
無
線
局
の
免
許
人
は
、
当
該
延
長
さ
れ
た
無
線
局
の
免
許
の
有
効



期
間
に
つ
い
て
電
波
利
用
料
を
国
に
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

第
二
の
二
に
よ
り
免
許
の
有
効
期
間
を
延
長
さ
れ
た
無
線
局
に
つ
い
て
、
当
該
延
長
さ
れ
た
期
間
の
運
用
に
要
す
る
費

用
の
助
成
を
電
波
利
用
料
の
使
途
に
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
四

施
行
期
日

（
附
則
関
係
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


